
令和 5年 1月 27日

公

分任契約担当官

自衛閉UII地方協力本部

高 田 博 文

次のとおリー般競争入札を行います。

1 競争に付する事項

(1)品名等

テプラカラーラベルほか21件内訳書のとおり

(2)納入場所

自衛繊枷」 1劇L方颯L力 1■部黎鯛労翻財哺浄含籠r理巳班

(3)納入期限

令和5年 3月 31日 (`D

2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項

(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。

(2)全省庁統一資格申請において「物品の販売」の「C」 、「D」 の格付けを有する者で北海道地域に競争参加

資格を有する者。 (資格審査結果通知書の写しを入社時に必ず提出すること。)

(3) 「入札及び契約心得」を厳守している者。

(4)契約担当官等から指名停上の措置を受けている期間中の者でないこと。

(5)別紙「装備品等及び役務の目達に係わる指名停止等」に該当しない者であること。

3 契約条項、入札及び契約心得を示す場所

自衛
:隊

旭川地方協力本部総務課会計班

4 競争入札執行の場所及び日時

(1)場 所

自1に開勧lり 11地方協力本部 2F ぢヽ日虫室

② 日 時

令和 5年 2月 9日 (木) 13時 30分～ (15分前より入室可)

5 保証金等に関する事項

(1)入札保証金

免除 (但し、落札者が契約締結に応しない場合は、落札価格の100分の5以上を違約金として徴収する。)

② 契約保証金

免除 (但 し、契約者が契約を履行しない場合は、落札価格の100分の 10以上を違約金として徴収する。)

6入 札の無効

(1)第 2項で示した競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札

② 入札に関する条項に違反した場合

(3)入札金額、入札者の氏名が判別し難い入札

(4)電報・FAXによる入札

(5)入札開始時刻に遅れた者による入札

(6)誓約した「暴力団排除に関する誓約i中唄1に虚偽があつた場合又は誓約に反する事態が生した場合

0 次の文面を記載していない入札書による入社.r当社 (私 (個人の場合)、 当団体 (団体の場合))iま、上記の公告に対

して「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条項を承諾のうえ入札致します。また「入札及び契約心得」に

定める暴力団排除に関する事項について響約します。」

生
［



7 入札方法

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額 (当該金額に1円未

満の端数があるときは、その端欧金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入オIメ貯は、消費税に係る

課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記

Jトナること。

8 落札決定方式

総額が当隊所定の予定価格の制限の範囲内の最低入札者を落札者とする。但し、落札者となるべき最低入札者が2人以

上ある場合は、くじ引きにより落札者を決定する。

9 契約書の作成

契約書は作成する。但し、落札金額が50万円未満の場合は契約書を作成しない。

10 その他

(1)再度入社の必要が生した場合

直ちに実施する。但し、郵便入札があった場合は、2月 13日 (月 )09時 00分に執行する。

(2)郵便入札

ア 件名を記入した小封筒に入札書を入れて封印をし、それと資格審査結果通知書 (写)を 「(入札件名)入札書在中」

と記載した封筒に入れて、書留郵便 (簡易書留可)にて2月 9日 (木)12時 00分までに自衛隊旭JII地方協力本部

総務課に必着させること。この際、下記担当者に電話にて到達の確認を行うこと。

イ 再度入札の場合、2月 10日 (金)17時 15分までに自衛閥UII地方協力本部総務課に必着させること。

(3)契約の成立時期については、契約書に双方が記名押印したときとする。但し、契約書を省略する場合については、

落札者が決定したと通知したときとする。

(4)代理人をもつて入札に参加する場合は、委任状を提出すること。

(5)入札は郵便による参加が望ましいが、入札 日に改札場所に来ることを妨げるものではない。

⑤ 入札に関する事項の問い合わせ先

自衛開UII地方協力本部総務課会計班 (担当 :稲富)

TEL 0166-51-6060
FAX 0166-51-6060

11 公告掲示場所及び期間

(1)掲示場所

ア 自衛園U‖地方協力本部、旭り|1商工会議所、第343会計隊

イ 北部方面会計隊ホームページ

ウ 自衛
t陽
凝り|1地方協力本部ホームベージ

エ 自衛園UII地方協力本部名寄出張所及び稚内、留萌、紋別、上富良野、遠軽、枝幸の各事務所

(2)掲示期間

令和5年 1月 27日 (金)～令和5年 2月 9日 (木 )



別 紙

大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達

に係る指名停止措置等の要領」に基づく指名停上の措置を受けている期間中の者でないこと。

1

2 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と

同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。

3 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事

由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りでない。

4 第 2号の「資本関係又は人的関係にある」場合とは、次に定める基準のいずれかに該当する場合

をいう。

(1)資本関係がある場合

次のア又はイに該当する二者の場合。ただし、アについては子会社 (会社法 (平成 17年法律

第86号)第 2条第 3号及び会社法施行規則 (平成 18年法務省令第 12号)第 3条の規定によ

る子会社をいう。以下同じ。)又は、イについて子会社の一方が会社更正法 (昭和 27年法律第

172号)第 2条第 7項に規定する更正会社 (以下「更正会社」という。)又は民事再生法 (平

成 11年法律第225号)第 2条第4号に規定する再生手続 (以下「再生手続」という。)が存

続中の会社である場合を除く。

ア 親会社 (会社法第 2条 4号及び会社法施行規則第 3条の規定による親会社をいう。以下同

じ。)と 子会社の関係にある場合。

イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合。

(2)人的関係がある場合

次のア又はイに該当する二者の場合。ただし、アについては、更正会社又は再生手続存続中の

会社である場合は除く。

ア ー方の会社の役員 (常勤又は非常勤の取締役、会計参与、監査役、執行役、理事、監事その

他これらに準ずる者をいい、社外役員を除く。以下の号において同じ。)が、他方の会社の役

員を現に兼ねている場合。

イ ー方の会社の役員が、他方の会社の会社更正法第 67条第 1項又は民事再生法第 64条第
2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合。

ウ (1)及び (2〉 に掲げる場合のほか、資本構成又は人的構成において関連性のある一方の会
社による落札が他方の会社に係る指名停止等の措置の効果を事実上減殺するなど(1)又は

(2)に掲げる場合と同視し得る資本関係又は人的関係があると認められる場合。

装備品等及び役務の調達に係わる指名停止等



名 数 量 納    地

規 格 単位 引渡・搬入場所
備 考

テプラカラーラベル 旭川地本

SC9R EA

テプラカラーラベル 旭川地本

SC9B EA

テプラカラーラベル 旭川地本

SC9G EA

テプラカラーラベル 旭川地本

SS9K EA 旭川地方協力本部総務課補給管理班

テプラカラーラベル 旭川地本

SC12R EA ■ ■■ '‐ |‐ '.‐ .メ‐
I・ ||.1‐ |■ |

テプラカラーラベル 旭川地本

SS12K EA

テプラカラーラベル 旭川地本

SS24K EA _ ■ ・     ,‐ ‐̈ …|.

プロジェクター台 旭川地本

PR-4  72560 Ш

ごみかご (折 りたたみ式) 旭川地本

EA995AA-86 EA

クーラーボックス 旭川地本

EA917AL-22 EA

USBス ピーカー 旭川地本

ИM― SPt'10BKN EA 旭川地方協力本部総務課補給管理班

普通紙 (エ コノミー80g)24イ ンチ 旭川地本

lJPR-6150E (80)N CA

マットコー ト紙エコノミー24イ ンチ 旭川地本

IJME-6145 CA 旭川地方協力本部総務瞑補給管理班

普通紙 (エ コノミー808)A2 旭川地本

IJPR-4250E (80) N

番号札 旭川地本

田―S 自 145-635 CA

厚 ロマルチペーパー (M)特厚 ロ 旭川地本

A043J  321-903 EA

厚ロマルチペーパー (A4)最厚ロ 旭川地本

A044J  321-904 EA

サニテー トAハンドミス ト 旭川地本

2L  743-495 PC ■  ,■ ~・‐ '‐  |■ヤ||:|‐ _ _11

クリアホルダー 旭川地本

D400J-6  260-004 CA 旭川地方協力本部総務課補給管理斑

ワンタッチクラフト封筒 10 旭川地本

P285J―N3  381-318 CA L.1_‐ |..・ ■|||● 11111■ ‐.=● I Ⅲ
I

業務用クラフト封筒 旭川地本

455-80  742-631 EA 旭川地方脇力本部総務課捕給管理斑

ステ レオマイク内臓駆Bカ メラ 旭川地本

CMS― V64BK EA 旭川地方協力本部総務瞑捕綸督爾班
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12

13

15

16

17

18

21

25
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| |
旭川地方協力本部総務凛補給管理薫

CA 旭川地方協力本部総務凛補綸贅理班

旭川地方協力本部総務課補給管理班

|


